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食肉公正取引協議会会員に対しては都道府県食肉公正取引協議会が、会員以外（非

会員）には消費者庁、公正取引委員会、各県行政機関が調査・措置を行います。

【１】消費者庁関係・食肉公正競争規約に基づくもの
規約違反や不当表示の調査・措置

＊適正表示指導員が定期的に表示の調査・指導を行います。

＊調査時や一般消費者の通報、行政機関からの連絡により違反が判明した場合、次
の①〜③のような措置を行います。

都道府県又は全国の食肉公正取引協議会の措置

規定に違反する事実があると思われる場合、関係者を招致し、事情を聴取し必要な事
項の照会を行い、参考人からの意見を求め、その他必要な調査を行うことができます。

調　　査①

・ステッカーの貼付の差し止め　・５万円以下の違約金　・除名処分

上記の調査に協力しない食肉販売業者に対し

ア）調査に協力すべき旨の文書により警告します。
イ）それでも協力してもらえない時は、下記の措置をとることができます。

調査に協力しない者への措置②

全国食肉公正取引協議会

調査・指導・警告等
相互連絡・報告

措置要求

相互連絡

調査・警告
措置命令

措置請求

調査・指示等

調査

都道府県行政機関

消費者庁
公正取引委員会・地方事務所

・規約の説明
・是正の要請
・入会の勧誘

個体識別番号が
特定できる部分肉

小間切れ・切り落とし

商品にする

種々の部分肉の端材を集めて

商品にする

会　員

個体識別番号が
特定できる部分肉

小間切れ・切り落とし

商品にする

種々の部分肉の端材を集めて

商品にする

非会員

都道府県食肉公正取引協議会

違反に対する調査・措置
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●食肉公正競争規約第14条、第15条▶（P110）、第16条▶（P112）　●食品表示法第17条〜 22条▶（P118）　
●景表法第7条▶（P173）、第29条▶（P175）　

・警　告　等
  調査の結果、違反行為があると認めるときは、その者に対して、次のような警告を行う

ことができます。
　 ア）その違反行為をやめること
　 イ）同じ又は類似の違反行為を再び行わないこと
　 ウ）その他これらに関連する事項を実行すること

・ステッカーの回収及び再交付拒否
  警告に併せ、ステッカーを回収し、６ヵ月を超えない範囲で、ステッカーを再交付しない

ことができます。

違反行為を認める者への措置③

ア）違反行為をやめさせること
イ）将来、違反行為を繰り返さないこと
ウ）違反行為を行っていた旨の公告

措置命令では

２年以下の懲役又は
３００万円以下の罰金に処せられます

措置命令に従わない場合

・違　約　金
   ５０万円以下の違約金を課することができます。

・除　名　処　分
  違反行為をした食肉販売業者を除名することができます。

・消費者庁への措置請求
  食肉公正取引協議会の措置に従わない違反者に対しては、消費者庁に必要な措置を講

ずるよう（措置命令の発動）求めます。

警告に従わない場合

食品表示法違反に対する措置、罰則等
すべての食品を扱う事業者は、食品の表示に関する義務を負うことになり、それに違
反した場合は、食品表示法に基づき、指導・指示・命令などに従わなければならない。
これに従わない場合等には、事業者名の公表とともに、次の罰則が科せられる。

違反に対する調査・措置
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表示に関する他の法律における措置・罰則等

牛トレーサビリティ法
販売業者等に対し、必要な報告、立ち入り検査、さらに個体識別番号の表
示が遵守されていない場合、勧告・命令でき、命令に従わない場合、30万
円以下の罰金。

景　表　法
不当表示等の違反行為者に対し、行為の取り止め、再発防止等の措置命
令を発し、これに違反した場合、２年以下の懲役又は300万円以下（法人:
３億円以下）の罰金。平成28年度から課徴金制度を導入。

不正競争防止法 不正競争防止法の違反者（例：原産地等を偽装して食肉を販売した者）は、
5年以下の懲役500万円以下の罰金（又はその両方）の処罰に加え、業務の
主体たる法人にも3億円以下の罰金。

強制捜査や詐欺罪の
適用もありうる

食品表示法違反に対する措置・罰則等

消費者庁
農林水産省
財務省

（都道府県等）

消費者庁
（都道府県等）

罰
　
則

◯内閣総理大臣…………………立入検査、報告徴収、物件提出、収去（第8条第1項）

◯農林水産大臣（酒類以外の食品） …立入検査、報告徴収、物件提出、（第8条第2項）等
◯財務大臣（酒類） ………………立入検査、報告徴収、物件提出、（第8条第3項）

命令違反

1年以下の懲役又は
100万円以下の罰金

（第20条）

3年以下の懲役若しく
は300万円以下の罰
金又は併科（第17条）

2年以下の懲役若しく
は200万円以下の罰
金又は併科（第18条）

50万円以下の
罰金（第21条）

2年以下の懲役又は
200万円以下の罰金

（第19条）

指
示
命
令

立
入
検
査
等

緊急の必要性
生命又は身体に対する
危害の発生又は拡大の防止

※権限の委任　内閣総理大臣→消費者庁長官・都道府県知事等、農林水産大臣→地方支部局の長・都道府県知事等、
　財務大臣→国税庁長官・地方支部局の長

指　示
第6条第1項

第3項

命　令
第6条第5項

消費者庁
（都道府県等）

3 221

回収命令
第6条第8項

命令違反
表示違反

原産地の
虚偽の表示
原材料の
原産地を含む

食品を摂取する際の安全性に重要な影響を
及ぼす事項について、食品表示基準に従っ
た表示をしない場合

立入検査等を
拒んだとき

表示事項を表示せず 又は
遵守事項を遵守しなかった場合

表示事項を表示せず、又は遵守事項を遵守しなければ、行政機関からの指示・命令が出され、この
命令に従わない場合、１年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる。1

原産地の偽装表示、食品を摂取する際の安全性に関する表示の違反については、直罰（行政機関によ
る指示・命令の措置なしに）の対象となり、２年以下の懲役又は200万円以下の罰金が科せられる。2

消費者の生命、身体に危害の発生又は拡大の防止を図るため緊急の必要があるときは、回収等命令
が発せられ、これに従わない場合、３年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられる。3


